
函館市の奨学金返還支援の取組 返還支援型

函館市について

函館市は、歴史と異国情緒あふれる街並み、
四季を通じて様々な表情を見せる自然、豊かな
海と爽やかな気候に育まれた多彩な食など、
様々な観光資源を生かし、国内外から多くの観
光客が訪れる国際観光都市です。
また、東日本の主要都市とを結ぶ北海道新幹

線、東京・大阪・名古屋・台北（台湾）などと
を結ぶ多くの航空路、本州とのフェリー航路や
世界中のクルーズ船が寄港する港湾といった交
通網も充実しており、国内外とのアクセスが大
変便利な都市です。

奨学金返還支援制度について

函館市内の登録企業（若者応援企業）に令和６年４月１日以降、正
職員として新規就労する方に奨学金返還の支援をいたします。
対象者
主な要件は次のとおりです。（詳細は市のＨＰでご確認願います）
（１）大学等在籍中に、以下の貸与を受け返還（予定含む）してい

ること
・日本学生支援機構学資貸与金 ・地方公共団体等の貸与資金

（２）新規就労開始日において、函館市に住所を有していること
（３）勤務する若者応援企業から市と同額以上の支援（予定含む）

を受けること
（４）支援を受ける年度の末日の年齢が34歳以下であること
助成金額および助成期間
奨学金返還額の１／３（年間12万円上限）を最長５年間市として支
援いたします。このほか、若者応援企業からも１／３以上の支援が
あります。※保育・介護職は市のみで２／３を支援いたします。
認定申請受付時期
新規就労開始日から３０日以内をめどに所定の様式で申請いただき
ます。
ホームページ
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023072100018/

お問い合わせ先

函館市経済部雇用労政課
電話：0138-21-3309 FAX：0138-27-0460
E-mail：koyo@city.hakodate.hokkaido.jp

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023072100018/

